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埼玉県の温暖化対策に関する情報をご紹介させていただくために、 
「埼玉県温暖化対策メールマガジン」を発行しています。 
メールマガジンをご愛読いただくために、できるだけ皆様の 
ご意見を反映させていきたいと考えていますので、 
掲載を希望する情報や掲載内容にお気づきの点がございましたら、 
お知らせくださるようお願いします。 
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☆コラム 

埼玉県地球温暖化防止活動推進員 朝比奈裕之さん 

 

☆埼玉県からのお知らせ 

（１）中小企業のための脱炭素経営セミナーを開催！ （１月１９日（月）〆） 

（２）地球温暖化防止活動推進員を募集しています！（１２月３１日（水）〆） 

（３）エコライフ DAY＆WEEK 埼玉 2025（冬）にチャレンジ！（３月１４日（土）まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



─*☆*☆*★☆*─ 
 コラム 

─*☆*☆*★☆*─ 
 
冬の気配が感じられる時期となりましたが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。この

ような季節になると、熱燗にしたお酒と天ぷらなどのつまみが恋しくなります。 

おいしいものを揚げた後の天ぷら油がバイオ燃料となることをご存じでしょうか。 

 

私の事業所では家庭から出る使用済みの食用油を回収しています。回収したいわゆる

「廃食油」を精製し、バイオ燃料として再利用する取組が、いま注目されています。 

石油や重油の使用を減らし、バイオ燃料へと転換することは、二酸化炭素の排出削減や

廃棄物の削減に大きく貢献し、地球温暖化の抑制にも非常に有効です。 

一方で、使用済みの油を下水へ流してしまうと、河川や海を汚す原因となります。さら

に、住宅の排水設備、下水道施設を傷めることにもつながります。 

 

廃食油の回収には保管など多少の手間がかかりますが、５リットルのポリタンクをご用

意しておりますので、ぜひこの機会に、回収への協力をご検討ください。

https://aieiplan.com/ 

 

埼玉県地球温暖化防止活動推進員  朝比奈 裕之 
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  埼玉県からのお知らせ 

─*☆*☆*★☆*─★☆*─★☆*─ 
 

（１） 中小企業のための脱炭素経営セミナーを開催！  

 

中小企業のための脱炭素経営セミナーを開催！ 

～脱炭素を進めるための社内における機運醸成と意識向上～ 

皆さまの御参加をお待ちしております。 

【概要】 

＜ 日 時 ＞令和８年１月２１日（水）13:30～16:30 

＜ 会 場 ＞大宮ソニックシティ 市民ホール４０１集会室 

＜ 対 象 ＞県内中小企業の経営者、幹部社員、担当者など 

＜ 費 用 ＞無料（要申込） 



＜ 定 員 ＞会場 30 名（今回は会場参加のみです） 

＜申込締切＞令和８年１月１９日（月）まで（ただし、定員に達し次第終了） 

＜ 主 催 ＞埼玉県 

＜ 事務局 ＞特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 

お申込や詳細は、以下を御覧ください。（事務局ホームページ）  

https://www.kannet-sai.org/about/activities/2025/0825.html 

 

【プログラム】 

１．挨拶 埼玉県 

２．講演 「盛り上がる！長続きする！脱炭素が進む組織づくりのポイント」 

   講師：鈴木 伸隆氏（一般財団法人省エネルギーセンターマネージャー） 

３．事例紹介 ➀久保井塗装株式会社 ➁株式会社狭山金型製作所 

４．”社員の機運醸成と意識向上を高める” ワークショップ 

   ファシリテーター：脱炭素アドバイザー 

 

【お問い合わせ先】 

埼玉県 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当 

電話 ０４８－８３０－３０２１ 

Email a3030-04@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 

（２） 地球温暖化防止活動推進員を募集しています！ 

 

地域において地球温暖化対策に関する活動を行うボランティアである「地球温暖化防止活

動推進員」の新規募集を行っております。（任期：令和８年４月１日～令和１０年３月３１

日） 

地球温暖化対策について、ご自身の出来ることから始めていただければ大丈夫です！ 

是非皆様の力をお貸しください！ 

 

＜応募要件＞ 

・満 18 歳以上（高校生を除く）（令和８年４月１日現在） 

・県内在住、在勤、通学の方 他 

＜審査内容＞ 

1 次：書類審査 

2 次：推進員研修の受講  



＜提出書類＞ 

ア 埼玉県地球温暖化防止活動推進員応募申込書 

イ 写真 2 枚（うち 1 枚はアに貼付。2枚とも裏面に氏名を明記してください。） 

＜募集期間＞ 

令和７年１２月３１日（水）まで ※期限後も随時募集受付 

＜提出方法＞ 

郵送、持参又は E-Mail にて、埼玉県地球温暖化防止活動推進センターへ提出 

詳しくは、以下のホームページを御確認ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/suishinin.html 

 

 

 

（３） エコライフ DAY＆WEEK 埼玉 2025（冬）にチャレンジ！  

 

エコライフ DAY（デイ）＆WEEK（ウィーク）は、取組項目をチェックして、広く県民の

皆様にエコライフを体験していただくものです。取組項目を見ながら、省エネ・省資源な

ど環境に配慮した生活をしてみてください。 

「エコライフ DAY＆WEEK 埼玉特設サイト」から、お手持ちのスマートフォンやタブレッ

ト端末からでも簡単に二酸化炭素の削減量や電気代などの節約金額を実感できます。 

地球温暖化の影響は、大雨や熱中症搬送者数の増加、農作物の品質低下など、既に身近

にあらわれています。地球温暖化防止のため、ご自身のライフスタイルを見直すきっかけ

にしませんか？ 

 

[取組例] 

☆「室温 20℃を目安に暖房を控えめに使用した」 

 →１日で CO2は 131g 削減、電気代はひと冬で約 1,734 円節約 

☆「出かけるときは自動車に乗らず、徒歩・自動車・バス・電車を利用した」 

 →１日で CO2は 192g 削減、電気代は１年で約 2,605 円節約 

 

[実施期間] 令和８年３月１４日（土）まで 

エコライフ DAY＆WEEK への参加はこちらをご覧ください。(特設サイト) 

https://ecolife-saitama.jp/ 

エコライフ DAY＆WEEK について詳しくはこちらをご覧ください。(県ホームページ) 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/ecolifeday.html 
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